
    

名古屋市港区昭和町１４番地の２４ 
                            株 式 会 社 ア ビ ヅ 

第 10 期 決算公告 

代 表 取 締 役  瀬 田  大 

貸借対照表 
（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

（単位：千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（負債の部） 

流 動 負 債 

買 掛 金 

一年内返済予定長期借入金 

短 期 リ ー ス 債 務 

未 払 金 

未 払 費 用 

未 払 法 人 税 等 

前 受 収 益 

賞 与 引 当 金 

そ の 他 の 流 動 負 債 

 

固 定 負 債 

長 期 借 入 金 

長 期 未 払 金 

長 期 リ ー ス 債 務 

退 職 給 付 引 当 金 

 

648,419

198,924

193,288

12,407

142,566

10,667

32,034

5,017

44,294

9,218

256,942

186,293

750

9,112

60,786

負 債 合 計 905,362

(純資産の部) 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金 

繰 越 利 益 剰 余 金 

  （ 当 期 純 利 益 ）  

 

667,690

270,000

180,000

180,000

217,690

217,690

217,690

（86,216）

（資産の部） 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 

売 掛 金 

た な 卸 資 産 

前 払 費 用 

そ の 他 の 流 動 資 産 

貸 倒 引 当 金 

 

固 定 資 産 

 有 形 固 定 資 産 

建 物 

構 築 物 

車 両 運 搬 具 

機 械 装 置 

器 具 及 び 備 品 

リ ー ス 資 産 

建 設 仮 勘 定 

 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ エ ア 

リ ー ス 資 産 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 

 

投 資 そ の 他 の 資 産 

長 期 前 払 費 用 

その他の投資その他の資産 

貸 倒 引 当 金 

 

1,071,621

424,446

401

360,377

262,748

17,121

7,352

△825

 

501,431

487,512

85,543

17,648

25,127

249,081

16,756

88,327

5,028

10,640

2,597

7,466

576

3,278

2,375

2,850

△1,947 純 資 産 合 計 667,690

資 産 合 計 1,573,052 負債及び純資産合計 1,573,052



 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 
(1) 資産の評価基準および評価方法 

たな卸資産の評価基準および評価方法 
製品  売価還元原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によって

おります。 
商品、原材料  総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

によっております。 
貯蔵品  個別法に基づく原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

よっております。 
 

(2) 減価償却資産の減価償却の方法 
有形固定資産（リース資産を除く） 定率法 

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）については定額法によ

っております。 
無形固定資産（ソフトウエア）  社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。 
リース資産                              所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産については、リース期間を耐用年数とし、

残存価格を零とする定額法を採用しております。 
 

(3) 引当金の計上基準 
貸倒引当金  債権の貸倒による損失に備えるため、以下の方

法により計上しております。 
一般債権                     貸倒実績率法 
貸倒懸念債権および破産更生債権等    財務内容評価法 

賞与引当金  従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額

のうち当期の負担額を計上しております。 
退職給付引当金              従業員の退職金の支払いに備えるため、当会計

年度末に在籍する従業員の当会計年度末時点にお

ける自己都合退職金要支給額を計上しております。 
 

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法           税抜方式を採用しております。 

 

(5) 重要な会計方針の変更 
（減価償却方法の変更） 

当社は法人税法の改正に伴い、当期より平成 24 年 4 月 1 日以後に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる損益への影響は軽微

であります。 

 


